
エ
コ
ハ
ウ
ス
設
備
及
び
電

動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
の
購

入
補
助
を
行
い
ま
す

　

市
で
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
と

し
て
エ
コ
ハ
ウ
ス
設
備
の
設
置
補

助
や
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
の
購

入
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

又
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

市
生
活
環
境
課
（
５
階
）

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
５

食
育
や
地
産
地
消
な
ど
の

活
動
を
応
援
し
ま
す

　

市
で
は
、
食
育
や
地
産
地
消
な

ど
食
と
農
の
交
流
活
動
を
行
う
団

体
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

郷
土
料
理
の
普
及
や
農
林
水
産

業
の
体
験
活
動
な
ど
自
ら
の
ア
イ

デ
ィ
ア
を
活
か
し
た
食
と
農
の
交

流
活
動
に
仲
間
と
一
緒
に
取
り
組

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

● 

事
業
内
容
＝
各
種
団
体
が
自
主

的
に
行
う
食
育
や
地
産
池
消
な

ど
の
活
動
で
公
益
性
が
高
い
と

認
め
ら
れ
る
事
業

● 

応
募
資
格
団
体
＝
市
内
を
中
心

に
活
動
し
て
い
る
３
人
以
上
の

団
体
で
、
構
成
員
の
半
数
以
上

が
市
内
に
居
住
・
勤
務
又
は
通

学
し
て
い
る
団
体

● 

補
助
金
額
＝
上
限
10
万
円

※ 

補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

検
討
委
員
会
で
選
考
し
、
決
定

し
ま
す
。

●
申
請
期
限
＝
４
月
28
日
（
木
）

※ 

申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
農
政
水
産
課
（
２
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
７

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
人
間
ド
ッ
ク
の

受
診
者
を
募
集

国
民
健
康
保
険

● 

対
象
者
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
人

① 

受
診
日
現
在
、
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
で
、
30
歳
以
上
74

歳
以
下
の
人

② 
平
成
22
年
度
分
の
国
民
健
康
保

険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯
の

人
●
助
成
額

　

一
般
ド
ッ
ク＝

１
５
，
０
０
０
円

　

脳
ド
ッ
ク

＝
１
８
，
０
０
０
円

　

 

が
ん
ド
ッ
ク（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ド
ッ
ク
）

　

＝
５
０
，
０
０
０
円

●
定
員

　

一
般
ド
ッ
ク　
　

＝
４
０
０
人

　

脳
ド
ッ
ク　
　
　

＝
１
２
０
人

　

 

が
ん
ド
ッ
ク（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ド
ッ
ク
）

＝
30
人

後
期
高
齢
者
医
療

● 

対
象
者
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
人

① 

受
診
日
現
在
、
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者

② 

平
成
22
年
度
分
の
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い
る

人
●
助
成
額

　

一
般
ド
ッ
ク

　
　
　

＝
１
５
，
０
０
０
円

　

脳
ド
ッ
ク

　
　
　

＝
１
８
，
０
０
０
円

　

が
ん
ド
ッ
ク（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ド
ッ
ク
）

　

  

＝
５
０
，
０
０
０
円

●
定
員

　

一
般
ド
ッ
ク　
　
　
　

＝
60
人

　

脳
ド
ッ
ク　
　
　
　
　

＝
10
人

　

が
ん
ド
ッ
ク（
Ｐ
Ｅ
Ｔ
ド
ッ
ク
）

＝
５
人

※ 

定
員
を
超
え
た
場
合
、
昨
年
度

の
未
受
診
者
を
優
先
し
、
残
り

の
定
員
に
つ
い
て
抽
選
を
行
い

ま
す
。

● 

申
請
方
法
＝
健
康
保
険
被
保
険

者
証
及
び
印
鑑
を
持
参
し
て
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

申
請
期
間
＝
５
月
９
日
（
月
）

〜
27
日
（
金
）

※ 

一
般
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク
、
が

ん
ド
ッ
ク
の
い
ず
れ
か
一
つ
の

申
請
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
健
康
保
険
課

　
（
１
階
⑤
・
⑥
番
窓
口
）　

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
６
２

　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

募
集
・
申
請

日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2011 5月
日日 月月 火火 水水 木木 金金 土土

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2011 4月

　市では、空き店舗を活用した開業や魅力ある専門店などの出店を行う商店街や通り会及び商工
会等に対し、補助金を交付して商店街活性化を支援します。
　市内の空き店舗を活用して、新たに魅力あふれるお店を出店してみませんか。
●対象者
○商店街振興組合等団体
○商工会
○商店街振興組合等団体又は商工会の同意を受
けた個人等
○社会福祉法人
○非営利活動法人
●対象事業
○空き店舗を新たな事業実施の拠点又は不足業
種補完のための活動拠点として活用する事業
※既に開業している店舗は、対象になりません。

●対象経費
区　　分 補助金の基準

店舗改装費 対象経費の３分の２以内で 50
万円を上限

家賃 補助対象年度内の対象経費の２
分の１以内で月額５万円を上限

誘致宣伝広告費 対象経費の３分の２以内で 30
万円を上限

空き店舗活用促進事業をご活用ください空き店舗活用促進事業をご活用ください

【問い合わせ・申請先】　市商工振興課（2階）　☎ 0994-31-1164

●その他
○申請件数が多数の場合は、予算枠を超えた時点
で申請を締め切ります。
○対象区域が設定されていますので、詳しくはお
問い合わせください。

市民とのパートナーシップ推進事業の企画案を募集します市民とのパートナーシップ推進事業の企画案を募集します
　市では、市民の皆さんと「共生・協働地域社会」の実現に向けて、新たな公共サービスの担い手を発掘・
育成し、共生・協働で進めるまちづくりを推進していくために、市民活動の内容・規模に応じた公益事業の
企画案を募集します。

●事業の内訳

事業名 チャレンジ・ボランティア
推進事業 協働パイロット事業 地域づくり推進事業

事業内容

ボランティア活動を始め
たい団体や、現在の活動を
活発にしたい団体が簡単
に取り組める事業

「地域づくり」のモデルと
なる公益性・社会貢献度
の高い事業

夢のあるまちづくりや地域
にある課題解決に取り組む
事業
※町内会を対象

委託額 上限 10万円 上限 50万円 上限 20万円

採択件数 3 事業 ４事業 ５事業

対象となる事業 市内で実施される事業で、国、県又は市等の他の制度による補助・助成及び委託を受け
ていない事業であること

応募資格団体
①市内を中心に活動している町内会・NPO法人・ボランティア団体等の市民活動団体
②５人以上の会員で組織し、継続した活動ができる団体
③団体の運営に関する規約又は会則等がある団体

実施期間 委託契約した日の翌日から平成 24年２月 29日（水）まで

応募方法
応募用紙に必要事項を記入のうえ、直接持参又は送付してください。
※応募用紙は、市民活動推進課及び各総合支所市民生活課に置いてあるほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。

応募期間 4 月 15 日（金）～ 5月 16日（月）

【問い合わせ・応募先】　市民活動推進課（5階）　☎ 0994-31-1147

平成
23年度

毎
月

1919
日日
は

か
の
や

か
の
や
食
育
の
日

食
育
の
日

種　類 補助額 予定数 申請期限

エコハウス
設備

住宅用太陽光
発電システム

30,000円/kW
（上限10万円）150件

設置後
90日以内

太陽熱温水器
高効率給湯器
（エコキュート、
　エコジョーズ等）

20,000円/台 100件

電動アシスト自転車 15,000円/台   50件 購入後
60日以内

※補助については、市内業者から購入した商品に限ります。
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